
クで閲覧できるほか、インターネットの教育訓練給付制度 厚生労働大臣教育訓練講座検索システム
（http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza）でも御覧になれます。
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一定の条件を満たす雇用保険の被保険者※（在職者）又は被保険者であった方（離職者）が、厚生労
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費の一定割合に相当する額（上限あり）をハローワーク（公共職業安定所）から支給します。

※　被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このリーフレットにおいて同
じです。 



■　上記要件に加え、平成26年10月１日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の教育訓練給付金受給
　日から今回受講開始日前までに３年以上経過していることが必要です。

平成26年4月2日 平成29年4月1日 平成30年4月1日

者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者）として雇用された期間をいいます。
被保険者等（一般被保険

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であっ
た期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が３年以上とならないと、新たな
資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行
うことはできません。



指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。

※教育訓練給付金支給申請書にはマイナンバーの記載が必要です。

受講開始日前1年以内
にキャリアコンサルタント（職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント）が行う
キャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます（ただし、
その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとなります。また、平成29年1月1
日以降に受けたキャリアコンサルティングに限ります。）。また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講
に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額
を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
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⑩教育訓練経費等確認書

⑪郵送による申請（やむを得ない理由があると認められた場合に限る）の場合は、証明書等の添付書類

（一部の金融機関を除く）

⑤-1 本人・住居所確認書類
申請者の本人確認と住居所確認を行うため、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、マイナン
バーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです（コ
ピー不可）。郵送の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか（コピー不可）に限ります。

⑤-2 個人番号（マイナンバー）確認書類

⑥
⑦
⑧

⑨

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかです（コピー不可）。

④キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、「キャリアコンサルティングの費用に係る
領収書」、「キャリアコンサルティングの記録」、「キャリアコンサルティング実施証明書」


